
「東日本ビジネスコネクト利用規定」新旧対照表 

                                                                         改定箇所 

改定前 改定後 備考 

第２条【サービス内容】  

本サービスを申し込むことにより、当行から無償で提供されま

す。サービスの内容は以下のとおりです。当行はこのサービス内

容を契約者に事前に通知することなく変更することができるもの

とします。 

①取引照会サービス 

②Ｗｅｂ手続き 

③外部連携サービス 

④請求書作成サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条【サービス内容】  

本サービスを申し込むことにより、当行から無償で提供されま

す。サービスの内容は以下のとおりです。当行はこのサービス内

容を契約者に事前に通知することなく変更することができるもの

とします。 

① 取引照会サービス 

② Ｗｅｂ手続き 

③ 外部連携サービス 

④ 請求書作成サービス 

なお、本サービスには別途当行所定の申し込みにより、以下のサ

ービスを追加することができます。 

⑤ 東日本銀行でんさいサービス 

 

（中略） 

 

第５章 東日本銀行でんさいサービス 

第 38 条【東日本銀行でんさいサービスの追加】 

 本サービスは、「東日本銀行でんさいサービス」の申し込みによ

り、東日本銀行でんさいサービスを追加することができます。 

東日本銀行でんさいサービスの利用については、本規定ととも

に、別途定める「株式会社 全銀電子債権ネットワーク 業務規

程」、「株式会社 全銀電子債権ネットワーク 業務規程 細則」、

「東日本銀行でんさいサービス利用規約」によることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


